
名
寄
市
の
自
治
基
本
条
例

～

懇
話
会
の
検
討
状
況
と
今
後
の
検
討
内
容

～

ま
ち
づ
く
り
に
最
も
大
事
な

こ
と
を
「
基
本
理
念
」
と
し
て
、

ま
ち
づ
く
り
の
主
体
は
市
民
で

あ
る
こ
と
（
住
民
自
治
）
、
と
名

寄
市
は
自
立
す
る
団
体
で
あ
る

こ
と
（
団
体
自
治
）
を
二
つ
の

柱
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
第
11

回
懇
話
会
で
は
、
小
さ
な
地
域

単
位
で
の
ま
ち
づ
く
り
の
積
み

上
げ
が
市
全
体
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
な
が
る
と
の
観
点
か
ら
「
地

域
自
治
」
の
考
え
方
を
基
本
理

念
に
盛
り
込
も
う
と
議
論
し
、

次
回
も
継
続
し
て
検
討
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

「
地
域
自
治
」の
考
え
方

こ
れ
ま
で
市
民
懇
話
会
で
は
、

「
前
文
（
案
）
」
を
も
と
に
し
た

全
体
構
成
を
素
案
（
別
図
）
と

し
て
「
条
例
の
位
置
づ
け
」
「
こ

と
ば
の
定
義
」
「
ま
ち
づ
く
り
の

基
本
理
念
・
基
本
原
則
」
に
つ

い
て
検
討
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
整
合
を
図
り
な
が
ら
議
論
を

深
め
て
き
ま
し
た
。

今
後
は

地
域
自
治
に
関
す
る
内
容
の
整

理
と
基
本
理
念
・
基
本
原
則
を

具
体
化
す
る
役
割
や
仕
組
み
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
ま
す
。

検
討
状
況
と

今
後
の
検
討
内
容

１．前 文

２．基本理念

・まちづくりの主体は市民

・名寄市の自治、自立

３．定義

４．まちづくりの基本原則

・市民参加

・情報共有

・連携、協力

５．基本原則に基づく連携、協力のあり方と

行政運営の原則

・役割と責務（市民、議会、市）

・行政運営の基本

６．基本原則に基づくまちづくりの推進

・市民参加

・情報共有

・連携、協力

７．条例の位置づけ（最高規範）・見直し

市民懇話会で検討をすすめています

●相談窓口
・名寄市消費者センター
０１６５４②３５７５

・名寄市消費者協会
０１６５４③５６３０

・風連消費者協会
０１６５５③２８１８

・市役所生活環境課生活安全係
０１６５４③２１１１
内線３１２６

●警察
・名寄警察署
０１６５４②０１１０

・旭川方面本部警察相談センター
＃９１１０(相談専用)

★市民懇話会での検討状況は「広報なよろ」でお知らせしているほか、会議録（要旨）などは市のホームペ

ージ（窓口案内から探す→総務部→地域振興課情報提供→地域振興課情報サイト）でご覧になれます。

また、懇話会の傍聴もできますので開催日程など詳しくはお問い合わせください。

■問い合わせ 地域振興課地域自治係（市役所名寄庁舎３階）０１６５４③２１１１（内線３３１３）
* ny-shinkou@city.nayoro.lg.jp http://www.city.nayoro.lg.jp

９月２日に第11回自治基本条例（仮称）市民懇話会を開催し、「地域
自 治 」 に関 す る検 討 を 行 い ま した 。 今 号 では そ の 検 討 内 容 と検 討の土
台としている全体構成の素案についてお知らせします。

始
ま
り
ま
す
！
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

●
地
デ
ジ
を
見
る
た
め
に
は

地
デ
ジ
放
送
を
見
る

た
め
に
は
、
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア

ン
テ
ナ
（
設
置
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
通
常
そ

の
ま
ま
使
用
で
き
ま
す
）
、
地

デ
ジ
対
応
の
テ
レ
ビ
や
チ
ュ
ー

ナ
ー
な
ど
が
必
要
と
な
り
、
マ

ン
シ
ョ
ン
、
ア
パ
ー
ト
な
ど
、

共
同
ア
ン
テ
ナ
に
よ
り
受
信
し

て
い
る
場
合
は
、
地
デ
ジ
対
応

か
ど
う
か
確
認
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
大
き
な
建
物
な
ど
の
影
響

に
よ
る
電
波
障
害
の
た
め
、
共
同
受

信
施
設
に
よ
り
テ
レ
ビ
を
ご
覧
の
方

は
、
共
同
受
信
施
設
の
改
修
も
必
要

に
な
る
た
め
、
地
デ
ジ
放
送
が
開
始

さ
れ
て
も
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

な
お
、
市
施
設
の
影
響
に
よ
る
電

波
障
害
の
た
め
、
共
同
受
信
施
設
に

よ
り
テ
レ
ビ
を
視
聴
さ
れ
て
い
る
方

が
お
ら
れ
ま
す
が
、
平
成

年
度
以

21

降
に
必
要
な
調
査
、

施
設
の
改
修
を
予
定

し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

●
不
用
な
テ
レ
ビ
は
適
正
な
処
理
を

こ
の
機
会
に
テ
レ
ビ
の
買
い
替
え

を
予
定
し
て
い
る
方
も
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
不
用
な
テ
レ
ビ
は
家
電
小

売
店
な
ど
に
相
談
の
う
え
、
適
正
な

処
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。
不
法
投
棄

は
家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
で
処
罰
さ
れ

ま
す
。

●
悪
質
商
法
に
ご
注
意
を

地
デ
ジ
移
行
に
便
乗

し
た
詐
欺
や
悪
質
商
法

が
多
発
し
て
い
ま
す
。

行
政
機
関
の
名
を
か
た
っ
た
架
空
請

求
や
頼
ん
で
い
な
い
工
事
費
用
の
請

求
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
手
口
に
よ
る

被
害
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
少
し

で
も
怪
し
い
と
感
じ
た
ら
、
消
費
者

相
談
窓
口
、
警
察
な
ど
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

２
０
１
１
年
の
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
（
地

デ
ジ
）
へ
の
完
全
移
行
を
前
に
、
市
内
に
お
い
て
も
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
民
放
（
Ｔ
Ｖ
Ｈ
を
除
く
４
社
）
が
年
内
の

地
デ
ジ
放
送
開
始
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

広報なよろ第31号｜6


